
1

　　　International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres
Japanese Branch

NEWSLETTER
国際音楽資料情報協会日本支部

No. 53        May 25  2015

ISSN 1347-7277

   【特集・第 57 回研究例会】
　公共図書館と音楽

   
【目次】
特集・第 57 回研究例会（2014 年 11 月 29 日 )

大阪府吹田市立図書館における音楽資料の現在

　　　　　　　　　　　　　　     森万由美　  1
吹田市立図書館の録音資料 MARC について

　　　　　　　　　　　　　　　　  　 田島克実      5

日本支部第 57 回例会の企画について　  岸本宏子　 9
傍聴記         　　　　　       栗林あかね・大和紘子   12                                 

　

         　　　　　　　　　　　　　    

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪府吹田市立図書館における
音楽資料の現在

　吹田市立中央図書館
	 				 	総務・企画グループ資料管理担当

																										　　			森 	万由美			

1．吹田市の概要
　吹田市は、大阪府の北部に位置し、大阪市、

豊中市、箕面市、茨木市及び摂津市と接する、

東西 6.3km、南北 9.6km、面積 36.09 ㎢の市

です。市制施行は昭和 15 年、平成 26 年 10 月

末時点で人口は約 36 万人です。

　1889 年（明治 22 年）、大阪麦酒株式会社（現

アサヒビール）が工場を開設、　1923 年（大正

12 年）には、当時の国鉄吹田操車場が開業し

たことから、「ビールと操車場の町」といわれ

ます。1960 年代には千里ニュータウンが建設

され、1970 年（昭和 45 年）に日本万国博覧

会（EXPO’70）が開催されました。この翌年、

現在の吹田市立中央図書館が完成しました。ま

た、現在、6 つの鉄道と 15 の駅がある「鉄道

のまち」で、陸上運輸の面では吹田ジャンク

ションを有し、交通の便に優れています。文教

面では大阪大学、関西大学、国立民族学博物館

等のある「大学・研究機関のまち」であり、国

立循環器病研究センター、大阪大学医学部附属

病院、済生会吹田病院等のある「医療機関のま

ち」でもあります。また、サッカー J リーグ「ガ

ンバ大阪」のホームタウンで、図書館では連携

行事「読書でガンバ」（子ども向け行事）を毎年

行っています。

2．吹田市立図書館の概要
（1）沿革（視聴覚資料（AV）サービスを中心に）

   大正 15 年（1926 年） 　  「吹田町立図書館」  と

       称し、吹田町立第一尋常小学校校内に開設

    昭和 59 年（1984 年）　 電算化（全館オンラ

       イン）による業務開始

    平成 5 年（1993 年）　   吹田市立さんくす図  

        書館供用開始。同館において視聴覚資料 

        （CD、カセット、ビデオ、LD）の館内視

        聴及び貸 出（LD を除く）を開始。　

　平成 13 年（2001 年）　  インターネットに 

        よる蔵書検索サービス等開始

　平成 16 年（2004 年）　  吹田市立千里山・

　　 佐井寺図書館供用開始

　平成 22 年（2010 年）　 毎日開館実施
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　平成 22 年（2010 年）　 視聴覚資料の共通返

　　却を実施

　平成 23 年（2011 年）　 視聴覚資料の予約受

　　付開始

　平成 23 年（2011 年）　 吹田市立子育て青少

　　年拠点夢つながり未来館山田駅前図書館供

　　用開始

　平成 24 年（2012 年）　千里図書館移転・供

　　用開始

　平成 25 年（2013 年）　 吹田市立千里丘図書

　　館供用開始

（2）蔵書及び利用状況（平成 25 年度）               

   登録者数　116,664 人（内市内 110,608 人）

　 市内在住登録率　30.72％ 

     蔵書数（図書 / 雑誌 / AV）　 974,457 冊 /   

       33,628 冊 / 63,226 点

    市民 1 人当たりの蔵書数　 2.71 冊

    貸出数（図書・雑誌 / AV）    3,207,920 冊 /  

       326,429 点

    市民 1 人当たりの貸出点数　  9.68 点

    予約数（図書・雑誌 / AV）　  754,905 件 /    

       106,692 件

    資料費（図書 / 雑誌・新聞他  / AV）   

       68,555,000 円 / 13,267,000 円 / 5,983,000

       円

購入数（図書 / 雑誌 / AV）　 43,820 冊 / 950  

   タイトル / 1,291 点

3．公共図書館とは
　吹田市立図書館における音楽資料の考察の前

に、「公共図書館」とは何か、その目的やサー

ビス内容はどのようなものか、を整理します。

　図書館の種類は、国立国会図書館、公共図書

館、学校図書館、大学図書館、専門図書館、そ

の他の図書館（点字図書館、病院図書館など）

に分けられます。そのうち、公共図書館は「図

書館法」第 2 条で「図書、記録その他必要な

資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の

　　　　　　　　　　　　　　　     森		万由美氏　　　

利用に供し、その教養、調査研究、レクリエー

ション等に資することを目的とする施設で、地

方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若

しくは一般財団法人が設置するもの」と規定さ

れています。

　また、「ユネスコ公共図書館宣言」（1994 年）

では、公共図書館のサービスは、「年齢、人種、

性別、宗教、国籍、言語、あるいは社会的身分

を問わず、すべての人が平等に利用できるとい

う原則に基づいて提供される」とされています。

つまり、「誰もがくらしの中で必要とする情報

資源を公的に入手し、利用できる環境を保障す

る」のが公共図書館の役割です。

　これは、憲法第 21 条「表現の自由」に基づ

く「知る権利」、憲法第 25 条「社会的生存権」（健

康で文化的な最低限度の生活を営む権利）、憲

法第 26 条「教育を受ける権利」を保障するも

のです。「教育を受ける権利」は、学校教育だ

けでなく、生涯学習を指すものであり、「教育

基本法」第 12 条「社会教育の振興」で図書館

の設置が明示されています。さらに、これを受

けて、「社会教育法」で図書館が社会教育機関

であることが明示されています。

　「公共施設」という点からは、「地方自治法」

で規定される「『公の施設』の設置と利用」の

条文が公共図書館に適用されますが、各公共図

書館の設置に関する具体的な内容は、各自治体
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の条例・規則等で制定されます。

　こうした法律等に基づいて、公共図書館では

様々な利用者に対してサービスを提供していま

す。吹田市立図書館でも、貸出・予約・レファ

レンス、インターネットサービス（館内に利用

者用端末設置）、CD・DVD 視聴サービス、児

童サービス（乳幼児と保護者、子ども、ヤング

アダルト）、学校との連携、障がい者サービス、

団体貸出、講座・講演会、図書館ホームページ

等での情報発信、広域利用サービスなどを行っ

ています。

4．吹田市立図書館における音楽資料の現在
（1）利用状況

　平成 25 年度末の AV 資料の所蔵数は全部で

約 63,000 点、内音楽資料の所蔵数は CD 約

46,000 点、カセット約 2000 点となっています。

所蔵館は、現在 6 館です。

　貸出は自動車文庫を除く全館・室で行ってい

ます。平成 25 年度の貸出数は、CD 約 21 万点、

カセット約 1500 点。

（2）購入状況　

　平成 25 年度の購入点数は、CD 約 900 点。

視聴覚資料所蔵館が増えても、購入予算が増

えず、厳しい状況が続いています。平成 23 年

（2011 年）に、視聴覚資料の予約サービスを開

始したこともあり、全館の所蔵バランスを考慮

して複本購入を抑え、資料費を有効に使えるよ

う、各館ごとの資料選定をやめ、全館での集中

選書方式に変更しました。

（3）選定方針　

　「吹田市立図書館視聴覚資料収集方針及び選

定基準」（平成 25 年 6 月）において、「選定基

準」として、 「1．録音資料   （1）『ポピュラー（洋

楽・邦楽）』『クラシック』『ジャズ』など音楽

の他、落語や朗読、効果音など、市民の娯楽や

教養および実用に資するものまで幅広く選定す

る。 （2）定番となっている作品、音楽関連賞

受賞作など評価の高いもの、新聞および雑誌等

での評価や話題性も参考に選定する。」として

います。

（4）選定から提供までの流れ

　ジャンルごとの担当者が、全館分を選定し、

年 2 ～ 3 回に分けて発注します。ジャンルは、

J-POP、外国ポップス、ジャズ、クラシック、

その他、に分けています。選定ツールは、「CD

ジャーナル」を基本に、「JaZZ JAPAN」「レ

コード芸術」など音楽雑誌や、利用者からのリ

クエストを参考に選定していますが、図書とは

異なる選書の難しさがあり、また、毎年担当者

が変わる状態で継続性が課題と考えています。

　発注から納品、データ・装備のチェックは、

全館分をまとめて中央図書館資料管理担当が行

います。その後、各館へ配送し、各館で場所

コードの変更等を行った後、利用者に提供で

きるようになります。資料の紛失が多いため、

新着資料は書庫入れすることが多く、利用者

の目に触れる機会が少ないという問題があり、

IC タグを用いた図書館システムを導入（平成

27 年度予定）することで、無断持出を抑制し、

開架資料を増やせるよう検討中です。

（5）実際の利用

　J-POP、外国ポップスなど、チャート上位の

作品は図書館でも貸出・予約が多く、最近では、

初音ミクなどのボーカロイドが中高生に人気が

あります。朗読、落語、謡曲などもリクエスト

が多いジャンルです。こうした幅広いジャンル

へのニーズに対応するため、売れ筋のものばか

りではなく、レンタルでは取扱いのないものや

廃盤で購入できない資料のコレクションの蓄積

があります。

　レファレンスやリクエストにも対応していま

す。テレビ、ラジオなどで最近聴いた曲につい

ての問合せなどの場合、うろ覚えで訪ねてこら

れることも多く、ネット情報も活用しながら検

索します。楽譜の調査依頼も多いですが、ピア
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ノ譜、ギター譜、合唱など曲名は同じでも要求

はさまざまであり、また、同書名でも版違い、

刷違いで収録楽曲が異なっている場合も多く、

オンライン図書館蔵書検索システム（OPAC）

での検索だけでは同定できないこともあり、最

終的には直接棚を見て探すことになります。

　利用の上での一番の課題は、検索の難しさ

です。当館では CD マークについては、以前

は NHK マーク、現在は Toccata マークを使用

しているため、書誌割れも多く、表記が統一

されていないため、同じタイトル・アーティ

ストであっても、一度にヒットしない場合が

よくあります。とくに、人名表記に関しては、

一般的に使われる名称と、目録の統一形が異

なることがあります。例えば、「アルゲリッチ」

は、NHK マークでは統一形「アルヘリチ」と

なっていますが、これを知らなければ正しい

結果が得られません。マークの種類によって、

有効な検索方法が異なるため、検索語の選択

などで、図書の検索とは違ったスキルが職員

側に求められます。

　最近では、利用者自身が OPAC で検索する

ことが多いため、「検索しやすさ」が求められ

ています。利用者から書誌割れに対する指摘

を受けることも多く、年々高まる検索システ

ムへの要求レベルへの対応が大きな課題となっ

ています。

（6）課題

　最も重要な課題として、職員側の検索スキ

ルの向上があります。たとえば、クラシック

曲の作品番号から検索する方法を知っている

かどうか、など、職員間でのスキルレベルの

平準化がされていません。

　資料選定については、選定ツールとして「CD

ジャーナル」を使っていますが、オリコンチャー

ト、国内外の受賞歴など、他の情報源を追えて

いないのが現状です。新譜だけでなく、名盤

とされるタイトルの所蔵状況なども、選定

　　　　　　　　　　　　　吹田市立中央図書館　

の参考としていきたいと考えています。また、

現在は年 2 ～ 3 回の発注のため、発売から利

用者への提供までにかなり時間がかかっていま

す。発注回数を増やして、新鮮なものを提供で

きるよう、年間スケジュールの見直しが必要で

す。さらに、購入した資料の有効活用として、

レコメンド等の情報発信をしていく必要があり

ます。一部、Twitter での資料紹介を始めたと

ころですが、現状では、担当者の仕事は選定で

終わり、という意識があり、購入後の資料活用

への意識が希薄です。

　マーク情報の OPAC 開示についても、マー

ク情報をどこまで開示するかが検討課題です。

録音年なども利用者にとって重要な情報です

が、すべての情報を OPAC に公開すると、情

報量が多すぎ、却って利用者にとって分かりに

くいものとなってしまうため、慎重な検討が必

要です。

5．まとめ
　吹田市立図書館で最初に音楽資料の受入れを

開始してから既に 21 年が経過し、現在、音楽

資料の収集・提供は図書館利用者へのニーズに

応えるためには不可欠のものとなっています。

資料選定、検索スキル、情報発信を含めた資料

活用などの課題に今後も取り組んでいきたいと

思います。

吹田市立図書館　http://www.lib.suita.osaka.jp
（もり まゆみ）
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  　	吹田市立図書館の録音資料MARC
	　	について	
			　			―公共図書館における視聴覚資料ー
			　			
　　　　　　　　　　

株式会社トッカータ　
　　　　　　　　　　　				田島	克実

　昨年 6 月に岸本先生からご相談を頂きまし

て、IAML 日本支部の設立主旨から現在の活動

に至るまでのお話を聞きました。その中で「音

楽ライブラリアンが、全国の公共図書館で活躍

できたら素晴らしい」とのお言葉もあり、トッ

カータとしても、お手伝いができるのかも、と

考えました。8 月から少しずつ打合せを重ね、

発表、報告に応じて頂ける図書館にご相談を持

ちかけ、10 月に吹田市立中央図書館 総務・企

画グループに岸本先生と正式な依頼にお伺いさ

せて頂きました。

　吹田市立図書館は、営業での交渉事において

は弊社の対応が試されるシビアな面とともに、

民間企業間では一般的な言葉や考え方が通じる

大変フェアな図書館（自治体）と思っています。

先程、森様の説明をお聞きしましたが、全国の

公共図書館の中でも、視聴覚資料の専門性に留

意した図書館と考えています。

　吹田市は図書館数９館（分室２館含）、自動

車文庫 27 で、視聴覚サービスありが 6 館。そ

の内、弊社にて新館オープン受託が 2 館です。

当初は CD の調達から、MARC / 典拠作成委託、

装備加工を受託。現在は、各６館の MARC /

典拠作成、装備を単価契約で受託しています。

現在、所蔵データベースの整合性を図り、検

索機能を高めるため、トッカータ MARC / 典

拠クラウドサービスの導入を検討され、一括遡

及更新用データの活用を目指しています。（検

索対象 CD 47,234 件：発売番号 完全一致　

82.25% .  2015/1/19 現在 ）

　さて、本日 私がご報告させて頂きます内容

は、業界サイドの事も多く、場合によっては非

難されることも覚悟の上で、お聞き苦しい点も

多々あると思いますが、宜しくお願い致します。

公共図書館業界の参入企業について
　派遣会社、レンタルリース会社、等々といっ

た、そもそも図書館の為に起業した以外の会社

参入の増加が目立ちます。結果、場合によって

は運用のコストの見直しには役立つ場合もある

かも知れませんが、人材、視聴覚資料、システ

ムの質の低下が気づかないうちに進行している

と感じる場合があります。

　指定管理制度等の導入も、効率的には優れて

いる事も多いと考えますが、自治体、行政によ

る、民間会社への価格競争を強要させる傾向は、

図書館に限らず、あまりよい結果を生まない気

がしています。

　入札制度に関しましても、物品（CD、DVD、

楽譜）調達では仕切り（価格）が明確ですので、

基本的には定価販売した場合に限り利益の確保

が可能です。委託の装備加工も、仮に 1 時間

で 3 件の処理が可能な仕様であれば、少なく

とも 300 円／ 1 件の利益の確保が必要なわけ

です。

　図書館システム、データベースの場合も入札

の場合があります。システム、データベースの

質を考えれば、弊社は辞退せざるを得ないわけ

であります。

　図書館に携わる各会社、業者に利益が生まれ

ない以上は、業界は疲弊する事とあいなります。

音楽資料用MARC / 典拠について
   公共図書館システムが、図書資料を主体に開発

されている経緯もあり、視聴覚資料用ＭＡＲＣ、

典拠を有効活用するには困難な部分があります。

近年、音楽資料用 MARC をより活用したいと

望まれる図書館も多くなってはきていますが、
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システム、ベンダー間の説明、交渉には労力

が必要です。数社の開発ご担当者を除き、シス

テム側も音楽資料の扱いは苦手意識もあり対

応できていない事も現実問題としてあります。

FRBR、RDA の知識以前に、音楽資料の扱い

について興味も向上心も無いよう見受けられま

す。責任表示と個人・団体の件名標目の違いす

らあやしい状態なのです。

　以前、業界を代表する、指導的立場であるは

ずの日本図書館協会・映像事業部なる部署が映

像資料の強引な販売ルート作りに励み、極めて

劣悪なデータまでも頒布致しました（しかも有

償です）。あたかも日本図書館協会のみが、販

売を許諾されているかの如くの戦略で全国の公

共図書館を啓蒙した結果、数十億に及ぶ売上を

伸ばされた事はご存知と思います。そもそも映

像資料の著作権に詳しいはずの人材も確保され

ていたとは考えにくく、全くもって困ったもの

でした。２年前に、上記の事業部は破綻して存

在していないのが幸いなことでありましょう。

（現在も事業継承との内容で同様のサービスを

されている会社もあるようですが。）　図書館用

の資料価格の設定も、いつのまにか曖昧になり、

日本映像ソフト協会の邦画メーカー各社が基本

としていましたセル（販売）価格の 200％から

300％により許諾とする、無償での個人貸出、

上映価格も、現在では、10 倍の価格設定の作

品も見受けられます。しかも、期中でのキャン

ペーン価格などとして、保証金を含むと称す価

格がワゴンセール価格のごとくにお安くなる資

料も少なくないのです。この事態は、資料費の

予算確保の正当性、利用者の破損等による弁償

時にも大きく影響が出てしまっているのです。

一体、どういう事なのでしょうか。加えて、録

音資料の販売とデータ頒布までもが開始されま

した。MARC の質は言うまでもありません。（参

照・次頁「Toccata MARC / 日図協フォーマッ

ト準拠 DVD データ サンプル」比較）

　音楽資料目録の典拠、MARC 作成には、調

査も含めて、受注生産で且つ、工数（作業量）

の係る処理である事への理解、協力が必要な場

合も多いのですが、安易なデータ頒布により阻

害され、価格、納期設定に最悪な影響が出る要

因となりました。

人材の確保、育成について
　短期間で音楽ライブラリアンの育成は出来ま

せんが、多くの資質と向上心のある人材が、図

書館で働きたいと希望している現実もありま

す。MARC、典拠に関しては、頒布可能な成

果物に達するまでには最低でも３年～５年の経

験を必要としますが、公共図書館だけではなく、

民間でも即戦力に近い人材の確保は課題です。

弊社に限らず、業界の関連会社はより多く、人

材を採用、育成できるよう尽力せねばならず、

環境の整備も怠ってはいけないと考えます。そ

のためには、時間（費用）がかかっても質の高

い提案を維持、継続し続けなければなりません。

　今回は主に公共図書館についてでしたが、音

楽資料を扱うすべての施設に対し、正しい指導

力と指針を示す事のできる団体が必須と考えま

す。業界の T 社、N 社、O 社、K 社、M 社 ま

た音楽資料専門販売Ａ社や、弊社も含めて力を

合わせる事も課題なのかも知れません。

　グローバルスタンダードな共通仕様の音楽目

録頒布の実現と、社会共通資本である MARC、

典拠の作成、蓄積には、IAML、MLAJ の他、学会、

研究会等の関連団体、大学ともに同じ課題に立

ち向かう目的の同期をはかり、協力しあう事に

よりのみ、実現可能な将来と考えます。

　弊社も微力ながら、お手伝いできれば嬉しく

思います。

（たじま かつみ） 
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		日本支部第 57 回研究例会の企画
　　について

					　　　　　　　　例会担当　岸本	宏子

【準 備】
ひさしぶり ―15 年ぶりくらい ?― に役員

になり例会担当の役割を頂き、役員会議では今

期 1 回目の例会で「公共図書館」を取り上げ

る提案をしました。役員会で歓迎されるトピッ

クというより、「ま、1 回ぐらいいいか」とい

う雰囲気に思えました。

そして私は、11 月 29 日の日本支部第 57

回例会では、「伝えたいこと―公共図書館も

IAML にとって大切な仲間―について、必要な

ことがすべて伝わるようにしたい。さもないと、

2 度とチャンスは訪れないかも知れない」と

思って企画しました。

まず、公共図書館から講師をお招きして音

楽資料の現状を紹介して頂き、公共図書館の現

状を知ることが、日本支部としては第一に大切

なことだと考えました。トッカータの田島社長

に依頼して、公共図書館の音楽資料整理の現状

を知るために、同社が接触のある公共図書館の

中から、参加して下さる館を探しました。最終

的なご賛同を得られない場合が多かったのです

が、大阪府吹田市公共図書館の中央図書館から

良いお返事を頂きました。

【なぜ公共図書館か	—	私の考え】
　なぜ公共図書館を取り上げたかったかという

と、IAML が関わる図書館群の中で、日本支部

では公共図書館が軽視されているように思えた

からです。また、音楽資料を持つ日本のいろい

ろな図書館群の中で、公共図書館が一番困った

状態にあるように思えるからでした。決して、

公共図書館が一番大切な存在、といっているわ

けではありません。大学図書館も専門図書館も

大切な存在です。しかし、置き去りにされてい

る公共図書館を事例に取り上げることが、日本

支部のあり方を再考する糸口になるかもしれな

いと思ったのです。IAML 日本支部のこれまで

の活動の方向が少し違っていたら、ずいぶん事

情が違ったかも知れないと思ったからです。「な

ぜ困った状態になったか」「どうすれば困った

状態から抜け出せるか」、これら 2 つのトピッ

クをみなさんと相談したかったのです。

　そのためには、「IAML とはどのような組織

なのか」「IAML はどのような仕事をしてきた

か」「公共図書館を『困らない状態』にするに

はどのようなことが必要か」を考えた上で、「日

本支部と公共図書館は、これらの経緯をよく知

った上で、協働出来ないか」「「音楽のある夢の

公共図書館」の実現に向けて、アイディアがみ

つからないか」について考える必要があると思

いました。今回の例会では、その取っかかりが

出来ればいいなあ、もしそうした雰囲気が出来

れば、今回だけでなく、公共図書館についてか

んがえるチャンスが、日本支部に生まれるかも

知れない…。しかし日本支部が、今回だけで公

共図書館についてのテーマを扱わないことにな

れば、どうなるだろうか…。それが私にとって

の、この例会の意味でした。

　プログラムを以下のようにしました。

【報告】　　　  司会・岸本宏子

①大阪府吹田市公共図書館における音楽資料の

    現在　　　  森 万由美（吹田市立中央図書館 

   中央図書館総務・企画グループ資料管理担当）

②吹田市公共図書館の音楽資料書誌データにつ

    いて　　　  田島 克実（㈱トッカータ）

【ディスカッション】　　 司会・岸本宏子

①導入：IAML と公共図書館　音楽資料をめぐ 

  る過去・現在・未来　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　岸本宏子（昭和音楽大学）
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②ディスカッション：どうすれば出来る？　音      

楽のある夢の図書館

【当	日】
　公共図書館のお話しは森万由美氏に御願い

し、私は IAML とその日本支部の役割につい

ての確認をするための導入を担当し、まとめと

して「公共図書館は IAML の仲間」「公共図書

館と一緒何が出来るか」と展開させたいと思っ

ていました。そのための提案もひとつ準備して

いました。森万由美氏のお話しはよく練られ良

くまとまっており、現状の問題点等も、打ち合

わせたわけでもないのに、とても納得のいく指

摘がされており、予定通りに終わりました。

続いてトッカータ社の田島氏が、公共図書

館における音楽資料の扱いの傾向をご紹介下さ

り、吹田市公共図書館の音楽資料に関わるお仕

事が、良質なものであるということを教えてい

ただきました。また、こうした公共図書館はま

れであり、多くの公共図書館ではかなり問題が

ある（悲惨な？）状況であることも語って下さ

いました。

次は、私の「導入：IAML と公共図書館　

音楽資料をめぐる過去・現在・未来」に続け

て「ディスカッション：どうすれば出来る ?　

音楽のある夢の公共図書館」と展開して終わる

はずでした…。

私が取り上げたかったのは、もちろん公共

図書館です。そして、公共図書館を糸口にして、

あらためて日本の図書館の音楽資料が生かされ

るためには何が出来るのか、将来を考えるため

の参考として、これまでの歩みを共有したいと

思いました。IAML と日本支部の役割を確認し

合うためには、IAML 歴史とその日本支部歴史

を踏まえた現状の把握が、将来を考える上で参

考になると思ったからです。

これまで支部の活動にはあまり参加出来な

かったけれど、本部の動きについていく努力を

欠かさないようにしていた私は、本部、あるい

は本部とかかわりのある組織や人からの連絡や

調整などを、言ってみれば、非公式に一手に引

き受ける形になってしまっていたので、私しか

知らない事実がかなりあるのです。

話の内容はかなり端折ったつもりだったの

ですが、話したいことが多すぎて、計画通りに

は進みませんでした。尻切れトンボの形で、し

かも肝心の「ディスカッション：どうすれば出

来る？　音楽のある夢の公共図書館」にはたど

り着けませんでした。導入をハンパに打ち切っ

て、無理矢理に２､ ３のご意見を頂いてしめく

くりました。申し訳ありませんでした。

【「導入」の内容と私の考え】
　導入部「IAML と公共図書館　音楽資料をめ

ぐる過去・現在・未来」で話したことの概要を

以下に略記しました。時間切れでお話し出来な

かった部分も加えました（斜体）。

現況のおさらい
①日本にある音楽資料情報を扱う団体について

   MLAJ と IAML について／ MLAJ と MLA  
   の関係／ IAML と IAML 日本支部の関係　

②これらの４団体の歴史的展開について

③ IAML 本部組織運営の仕組みの紹介

④ IAML とその関係団体等

図書館と音楽図書館（MLA と MLAJ、IAML
と IAML 日本支部の相互関連の歴史を軸に）

公的図書館の出現と展開（創始期）

①アメリカでの図書館の創立と展開　議会図書

     館と公共図書館

       1800    議会図書館　　

       1854　ボストン公共図書館　　

　   1886　ニューヨーク公共図書館

アメリカの書誌データ統一化（第 2 期）

② 1900 ～ 1980　議会図書館、書誌カードの
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     無料配布

③ 1931　MLA 設立　この頃図書館学成長

④ 1951　MLA に倣って IAML 設立

⑤ 1971　MLA に倣って MLAJ 設立

⑥ 1979　IAML 日本支部設立

電子化時代の始まりと日本の対応（第 3 期）

⑦ 1981　アメリカで書誌情報の目録が全面的

     に電子化

　  国立音大（と MLAJ）中心に、国内の音楽

     資料に関する対応の検討、準備

　 鳥海恵司氏・ダイソメディア（現 ㈱トッカー

      タ）と国立音大の協力

　  IAML 日本支部は関与せず。岸本、個人と

     して MLAJ に協力

　  国立音大とダイソメディアの協力による書

     誌データの共有、MLAJ 会員館に採用され 

     ず

　 支部の活動、徐々に下向きに

⑧ 1988　IAML 年次大会日本で開催と広島で

    の電子化についてのシンポジウム

　 支部活動の休眠

⑨ 1996　支部活動再開、今日に至る

グローバル時代への第一歩（第 4 期）

⑩ 2011.5　MLA メンバー、RDA の試検的入 

   力開始

私の歴史観
　私は上記の音楽資料に関する歴史的展開を、

次のように捉えています。

 ・創始期：議会図書館と公的図書館の出現と展

    開

 ・第 1 期：書誌データの統一化　議会図書館    

　のリーダーシップのもと、アメリカ国内の図   

    書館技術の統一化へ

 ・第 2 期：ヨーロッパに伝播。IAML 設立。

　 アジアで唯一、日本もメンバーに

 ・第 3 期：アメリカ（＋ヨーロッパ）で書誌

　情報の目録が全面的に電子化　　

    図書館技術の大転換と日本の対応

 ・第 4 期：グローバル時代への第一歩

　規約に大幅な改定が行われた昨年は、図書館

    の世界が、グローバルな資料情報を扱う時代

　に入ったからです。RDA に加え、バーチャル

　国際典拠ファイル（Virtual International 

　 Authority File: VIAF）をめぐる検討など、 ア   

    メリカ産の技術を基礎としたグローバルな国

　際協力の時代です。

私が伝えたかったことは、以下の事でした。

 ・国際組織 IAML が、アメリカの MLA を真似

    て作られた団体であること、

 ・IAML の活動はアメリカの音楽図書館を参

　考に、展開してきたこと、     

 ・日本支部は 25 年以上も前に設立されたこと

 ・本部の路線に従って、協働作業を通じた国際的

   な合意に向けての対話に参加し、日本国内の状

況改善に努めるのが、支部本来の仕事だった

のではないか

 ・今からでも、少なくとも一番困っている公共

    図書館のために何か出来ないか

 ・支部には、知恵を出し合う場を作ることを

　かんがえて欲しい

 ・日本支部を存続させて、グローバルなデータ

　共有に向けての活動をするか、組織の店じま

　いに向けて運営するか、検討する必要はない

　のか

　そのためにお話ししたかったのは、主に

IAML の歴史を軸とした、そしてその基礎と

なったアメリカの音楽図書館技術史でした。

IAML の性格や過去の役割を知ること、それ

が、これから築かれる未来の役割の礎になる

と信じているからです。

    しかし、IAML と MLA の関係等、基礎的な

説明なかばで、時間がなくなってしまいました。

肝心の、公共図書館と方とどのような将来を語
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り合うことが出来るか、というトピックにはた

どり着けなかったも同然でした。申し訳ないと

思っています。

【本音、その後の展開？　そして、乞ご意見】
　その後、メンバーの中から、IAML とは何？、

日本支部の役割は？ ということを改めて考え

たいという声も聞こえてきています。勉強会を

開きたいという声も。ひょっとすると…なにか

が起きるかも知れない…という気もします。

　例会に出席下さった方々はどのように受け止

めて下さったのでしょうか。今回は、問いかけ

がしたくて考えた計画が、中途で途切れてしま

ったという反省と同時に、出席された皆様はど

のように感じられたか知りたいです。ご意見・

感想を聞かせて下さいと、この場をかりて御願

いいたします。

　ご意見・感想は岸本宛に、よろしく御願いし

ます。（chunchan@nta.pial.jp）

第 57回研究例会
「公共図書館と音楽」傍聴記

　　　　　　　　　　　　　　栗林あかね　
　　　　　　　　　　　　　　大和紘子

   爽やかな快晴となった晩秋の候、IAML 日本

支部第 57 回例会は、「公共図書館と音楽」とい

うテーマのもと、東京音楽大学付属図書館で開

催された。例会前半は、吹田市立中央図書館

の森万由美氏による「大阪府吹田市立図書館

における音楽資料の現在」、それを受ける形で

（株）トッカータの田島克実氏から、「吹田市

公共図書館の音楽資料書誌データについて」

が報告された。後半は、本例会の司会である岸

本宏子氏からの「IAML と公共図書館」と題し

た導入部の後、場内ディスカッションへと移行

して、出席者間での活発な意見交換が行われた。

筆者は前半部分についてレポートしたい。

森氏は、まず吹田市および吹田市立図書館

の概要について、細部までまとめられた資料

をもとにはじめられた。吹田市は特例市で、

1970 年の大阪万博開催地としてよく知られて

いる。交通利便性が高く、周辺には多くの工場

が存在し、市の HP からは、住まいに関する施

設の充実が特にうたわれている。仕事と居住地

のバランスもあり、その人口増加率は年々上昇

傾向となっている。

図書館は市内 7 館 2 分室から成り、利用の

ための市内在住登録率はおよそ 3 割と、全国

的にみても、低くはない数字であった。説明の

中から、利用者が「図書館」に求めることと、

行政の運営である「公共図書館」という立場に

よる、双方の差異から起こる不具合が恒常的に

発生していること、その対応の多様性と困難に

対する策について論じていくことは、今後の図

書館運営を考える際には不可欠であろう。筆者

は、自身のこれまでの経験と現在の立場から、

問題が起きた際には、図書館側すなわち運営側

の立場で考えてしまうことも少なくないが、利

用者の立場に立った見方について、今後は特に

気をつける必要があることを実感した。公共図

書館は、目に見える数字（登録者数・貸出冊数・

蔵書数など）から外部評価される。これらの数

字は、利用者に寄り添った運営が行われたから

といって、急激に変動があるものではなく、目

に見える変化まで一定の期間を必要とする。制

限がある中で、効率よく稼働させていく組織作

りの必然性についても考えさせられる。研究を

生業としている、あるいは同業類似職種である

人々は、公共図書館、大学図書館、専門図書館

あるいは国会図書館など様々な図書館を使い分

けているかもしれない。だが、地元の公共図書

館を利用する者の多くはどうか。彼らは、初歩
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的から（本人が意図していない場合でも）専門

的な相談まで、あらゆるレヴェルの問い合わせ

に対し、図書館で働く人々は「司書」であり、

知りたい答えに導いてくれる、と疑っていない

かもしれない。司書業務に携わる人々は肩書き

関係なく、利用者の問い合わせに応じて、満遍

なく対応できる機転とスキルが求められる。そ

れに応えていくことが、やがて利用者数の増加

や満足度に繋がるのではないだろうか。

音楽資料は、誰にとっても検索方法に慣れ

るまでが難しく、とくに視聴覚資料がそうであ

ろう。森氏から、表記の統一がされてないゆえ

の「検索しにくさ」が挙げられた。電算化の

発展にともなって、従来のカード式から OPAC

へと形を変えた目録システムは、常に進化して

おり、それにあわせた対応が必然であるが、い

かに新旧システム同士がうまく機能しあうこと

が重要かを実感させられる内容であった。利用

者は、自分の探している資料がどうしたら見つ

かるのか、検索の際、その構造・仕組みまでを

深く考えていないかもしれない。利用者が正し

い（と思っている）語句で検索しても、思うよ

うに資料が探せず、それにストレスを感じてし

まう、これが頻繁になることが図書館離れのきっ

かけにもなりかねないのは、残念なことである。

しかしこれについては、スタッフ間での情報共

有から、解決に向けた対応が行えるのではない

だろうか。何でもマニュアルにしてしまうので

はなく、例えばメモ程度、スタッフの負担にな

らないような、音楽資料特有の検索のコツなど

記入できる情報ノートを作成する、普段からの

業務上必要とされるコミュニケーション内で、

必要な情報は共有するという意識など、時代に

沿った組織の環境を作っていくことがますます

求められるだろう。また、吹田市では IC タグ

未導入のため、多くの視聴覚資料が閉架である

というが、個人的には図書館の醍醐味の一つに

ブラウジングが挙げられる。紛失や設置スペー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
田島克実氏

																																																												

スの確保など問題は多くあるが、ぜひ資料が人

目に触れる機会が増えることを期待したい。　 

　続いて ( 株 ) トッカータ（以降、トッカータ）

の田島氏から、吹田市立図書館の音楽資料書誌

データについてと、全国の公共図書館を中心と

した書誌データについての説明がされた。冒頭

では、多くの図書館と取引のある氏からみて、

吹田市は非常に活発な図書館運営をされている

との説明があった。

　 トッカータは MARC と典拠ファイルの会社
で、公共図書館や大学図書館などを中心に書誌
データの提供やそれに関連する事業を手掛

けており、音楽に関する書誌データの充実に

ついては、国内を代表する。森氏の発言と同

様に、田島氏からも、MARC 移行時に起こる

データの整合性のむずかしさが話され、電算

化によるこういった問題には終わりがなく、恒

久的な課題であることを強く感じた。最後に、

現在までの公共図書館の映像資料の経緯と

それにまつわる諸問題について、氏の見解が

述べられた。

「『住む』『働く』『楽しむ』といった吹田の

ポテンシャルを着実に高め、魅力ある都市空間

を創り出そう」とする一端を担う今後の吹田市

立図書館と、それを支えるトッカータに、ます

ますの発展と期待が膨らんだ前半の報告であっ

た。                    （栗林あかね　玉川大学教育博物館）
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後半は、岸本宏子氏（昭和音楽大学教授）

による「IAML と公共図書館」というテーマで

「音楽資料をめぐる過去・現在・未来」につい

ての話があった。

岸本氏は、長年にわたり日本の音楽図書館

界を牽引し、様々な活動を行ってきた。自身に

よる経験談を交え、日本の音楽資料を扱う人た

ちが今までどのような活動をしてきたか、また

それはどのような意義があったのか、という内

容の発表だった。以下にその詳細を述べる。

１．音楽資料をめぐる過去・現在・未来
　日本には音楽資料を扱う２つの団体がある。

MLAJ（Music Library Association of Japan.

音楽図書館協議会）と IAML（International  

Association of Music Library，Archives and 

Documentation Centres）日本支部である。

MLAJ は、国立音楽大学が中心となり、日

本の音楽資料を扱う団体として 1971 年にス

タートした。当初は団体会員のみが対象だっ

たが、後に個人会員も対象となる。一方、アメ

リカでは、世界に先立ち 1931 年に、MLA（

Music Library Association）が設立されている。

MLAJ と MLA には、直接的な関係はない。

IAML は、欧米の図書館および個人会員を

対象にスタートした。1951 年にアメリカの

MLA を手本にヨーロッパで設立され、その後

1979 年に日本支部が設立された。MLAJ が日

本国内の音楽資料関連の活動を行うのに対し、

IAML 日本支部は、世界の音楽資料関連の活動

と日本を結ぶ役割を担っている。

IAML 日本支部が設立された 2 年後の 1981

年は、図書館界にとって新時代の夜明けと言わ

れ、『英米目録規則第 2 版（AACR2）』が出版

され、米国議会図書館（以下 LC）の全面的電

子化がスタートした。1981 年前後の時期は、電

子化に先立ち、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ

での協力体制など、IAML では様々なことが活

発に検討された。日本も、この時代からグロー

バルな対策を考えておくべきだったが、世界

に比べると歩みが遅く、レベルも違っていた。

MLAJ と IAML 両組織のメンバーは、個人的

に公私両面で境界を越えた努力をし、この新し

い時代への対応を検討したが、IAML 日本支部

の活動は活発ではなく、公的に両組織が協力す

ることはなかった。

2．IAML の今（IAML 本部組織の運営）
　 IAML は以下の４グループにわかれている。

 Committees（管理 / 統括）

   組織の在り方や規約を決める "Constitution 

committee”、著作権について検討する "Copyright 

committee”、年次大会の運営について話し合う

"Programme committee” など、IAML を運営し

ていく上で重要なことを定める委員会が含まれ、

LC の代表や各国を代表するライブラリアンが

加わっている。

Subject Commissions（専門別）

  "Audio-Visual materials commission”（視聴

覚資料委員会）や "Bibliography commission”

（書誌委員会）、"Cataloguing commission"（目

録委員会）など、技術面を論議する専門的な委

員会が含まれる。

Professional Branches（館種別）

　"Archives and Music Documentation Centres”　

（文書館とドキュメンテーションセンター）、

"Broadcasting and Orchestra Libraries” （放送

局とオーケストラの図書館）など、館種ごとの

部会が、各々の問題点について相互に情報交換

を行う。

Working groups（作業グループ）

   委員会まではいかないが、調査が必要なこと

が出た時など、特定のトピックを短期間で決め

るために臨時的に開かれるグループ。

IAML と 関 連 す る 国 際 機 関 に は、　

I F L A (International Federation of Library 

Associations)、 音 楽 資 料 に 関 わ る IASA 
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(International Association of Sound and Audiovisual 

Archives）、IAMIC(International Association of 

Music Information Centres)、そして音楽学の IMS 

(International Musicological Society) などがある。こ

の中の IMS と協力し、R-Projects とよばれる音楽

資料の目録作成に取り組んでいる。RISM（The 

Répertoire International des Sources Musicales） は

その成果の一つである。

3．1980 年代の日本における音楽資料に関わる
動向
1985 年   公共図書館向けに『音楽の基礎資料』  

    を出版（岸本氏、佐藤みどり氏）

1986 年　学術情報センター（現・国立情報学

　 研究所 ) 設置

1987 年　NCR（日本目録規則）1987 年版出

　 版、学術情報ネットワーク運用開始

1988 年　IAML 日本大会開催

1989 年　学術情報ネットワーク、LC と接続 （音

     楽資料のデータ取り込み成功）

　以上の流れの中で、IAML、MLAJ 両組織の

境をこえて活動してきたメンバーは，世界に追

い付こうと活動していた。分類法に関しては、

従来の概念とは大きく異なるファセット方式が

適用された「DDC20 版」に基づく、日本版音

楽資料分類法を構築した。ファセット方式を適

用したのは，音楽資料の特殊性を考慮したため

である。この分類法は、グローバルスタンダー

ドを意識し、日本でも使えるような形に作られ

たが実用化はされなかった。現在は、トッカー

タ社の目録データベースで参照できるのみであ

る。

4．日本と欧米の違い
アメリカでは 1900 年から（1981 年まで）

LC が目録カード ( 音楽資料含む ) を各図書館

に無料で配布していたことからわかるように、

図書館の統率が図れるような国の事業が行われ

ていた。

一方日本では、本来なら国家レベルで行う

べき事業である音楽目録の作成を民間の会社が

行い、公共図書館へ提供してきた。1980 年代

の日本の図書館は、各館が独自の方法を採用し、

統一された目録、合理的な目録作業といった概

念がなかった。1990 年代に入り、MLAJ が音

楽図書館の目録ネットワーク立ち上げを呼びか

けたが、参加したのは国立音楽大学の１館だけ

だった。

ここで、岸本氏の留学時代の貴重な話があっ

た。岸本氏は、1968 年にアメリカに留学し博

士課程でイタリア、ルネッサンスの研究を行っ

ている。論文作成の資料収集のため渡欧し、様々

な図書館をまわり、日本の図書館と欧米の図書

館が大きく異なっていることを痛感した。1975

年に帰国し、日本で研究を続けようとした際、

日本における資料、情報の流通の不便さに落胆

した。日本の研究者のための情報流通を促進す

る必要性を感じ、1978 年に図書館情報学を学

びにアメリカへ再留学した。前述した図書館界

にとって新時代の夜明けの年であった 1981 年

前後には、IAML の目録や典拠を扱う様々な委

員会や R-Projects にも関わっていた。

この留学時代に特に貴重な経験となったこ

とは、Boston Public Library にて、目録の電

子化に携わったことだった。また、Harvard 

University にて、アーカイブ・オブ・ワールド・

ミュージックの事業でテープや LP の音源を聴

いて目録を作成したことだった。

5．意見交換「どうすればできる？　夢の公共
図書館」
  主な意見は次のとおり。

   ・公共図書館では、館によって使用する MARC

データが違い、データの情報量に差がある。デー

タが多くなればなるほど利用者の要求は細かく、

高くなる。

  ・今まで公共図書館の話は、IAML ではあま

り出なかった。音楽が公共図書館の中で位置づ

けられるというレベルにはなっていない。国立
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国会図書館の音楽資料室の多くは AV 資料で、

私立の音楽大学図書館で使っているようなレファ

レンスツールはない。

  ・IAML 国際大会に参加して、国立図書館・

公共図書館の参加が多いことに驚いた。今回、

IAML がなぜ設立されたのかなど、知りたかっ

たことを聞くことができた。引き続き、色々な

機会に IAML がどのように活動していったら

良いのか、教えていただきたい。今回、これほ

ど多くの図書館関係者の参加があったことは喜

ばしいことである。

6．まとめ、所感
アメリカでは、目録カードの無料配布を行っ

ていたように、合理的かつ統一的な方式が確立

されていた。一方、日本では館独自の方式が確

立され、共通の目録という考えは受け入れられ

なかった。日本の図書館においても、今後はシ

ステムやデータなどが統一されるべきである。

今回の例会では、今後の日本の音楽図書館

の方向性、求められる役割について問題提起が

なされたように感じる。今後、幅広い世代の人

が IAML の活動に参加し、グローバルな視点

で図書館や音楽資料について考えていく必要が

ある。その第一歩として、IAML の今までの活

動について共有できたことは、有意義だったの

ではないだろうか。

長い歴史の中で実行が難しかったことも、

クラウドサービスなどの技術的革新によって，

現代では実現可能になったことがあると思う。

今回の例会は、IAML 設立当初から活躍されて

いるメンバー、音楽資料を日頃から扱っている

図書館員、音楽大学で司書課程を履修している

学生など、幅広い方々の参加があり、テーマに

対する高い関心や活力が感じられた。今こそ、

幅広い層のメンバーが協力し、グローバルな対

策に取り組むべきではないだろうか。

　（大和紘子　昭和音楽大学附属図書館）
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事務局だより

総会・例会のお知らせ

　来る 6 月 6 日 ( 土）、支部総会並びに第 58 回

研究例会が東京音楽大学付属図書館で開かれま

す。例会には会員以外の方の参加も歓迎です。

多くの方々のご参加をお待ちしています。

 総会　13:00-14:00

 第 58 回研究例会　14:15-16:30

　 「IAML 日本支部の課題」　荒川恒子（支部長）

　 「玉川大学教育博物館における音楽資料―ガ

　スパール・カサド及び原智恵子関係資料を中

    心に」（仮題）　　　　栗林あかね ( 玉川大学）

「近代日本刊行楽譜総合目録 洋楽編」データベース

が国立国会図書館のサイトで公開

　DB「近代日本刊行楽譜総合目録 洋楽編」（日

本音楽学会「日本の音楽資料」調査委員会編）

が 3 月 24 日より国立国会図書館サイトで公開

されている。http://rnavi.ndl.go.jp/score/

本 DB は、国立国会図書館ならびに全国の図

書館等 159 機関が所蔵する、1945（昭和 20）

年以前に日本で出版された楽譜の総合所在目録

である。収録データ数は書誌データ約 11,300 件 、

所蔵データ約 18,300 件。上記調査委員会が文

化庁委託事業として実施してきた調査研究の成

果であり、わが国最初の楽譜全国書誌作成の試

みとして注目される。（詳細次号）


